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平平成成２２９９年年度度  富富士士見見市市国国民民健健康康保保険険事事業業運運営営方方針針  

 

１１  基基本本的的なな考考ええ方方  

国民健康保険（以下「国保」）は、国民皆保険制度の基盤として、地域

医療の確保と市民の健康の保持・増進に大きく貢献してまいりました。 

国保の制度は、対象者が広範囲にわたるため産業構造の変化や高齢化な 

どの影響を受けやすく、加えて低所得者層が多くを占めるという構造的な 

問題を抱えおり、財政運営面では一段と厳しさを増しています。 

この問題を解決するために、国からの３，４００億円の財政支援の拡充 

により、財政基盤を強化したうえで、平成３０年４月より都道府県が国保 

の財政運営の責任主体となる「国保の広域化」が実施されます。これまで 

国民健康保険事業については市町村が個々に運営を行ってきましたが、 

新制度においては、新たに導入される納付金制度により県内全市町村によ 

る相互扶助の仕組みとなります。市町村は、資格管理、保険給付、保険税 

の賦課・徴収、保健事業の実施等、引き続き被保険者と関係するきめ細か 

い事業を担ってまいります。 

今後も埼玉県の国民健康保険運営方針等を踏まえつつ、誰もが安心して

医療が受けられる国民健康保険事業の安定的な運営と財政の健全化の推進

に取り組んでまいります。 

 

２２  国国民民健健康康保保険険事事業業のの現現状状  

   平成２９年３月３１日現在、被保険者数２６，１２４人、加入世帯１６，

２７５世帯となっています。本市の国保の加入者は、後期高齢者医療制度

が始まった平成２０年度以降、平成２１年度の３１，７０９人をピークに、

減少傾向が顕著となり、前年度に比べ被保険者数で２，００５人の減、加

入世帯数では７７６世帯の減となっています。また、高齢化率は平成１９

年の１９．６％から、平成２８年では２４．０％と約４．４ポイント上昇

しており、高齢者層が多い国保においては、国保財政の主である医療費の

支出に直接影響を及ぼすことになります。被保険者数の減少により、保険

給付費総額としては減少を見込んでいますが一人当たりの医療費は引き続

き増加傾向にあります。 

一方、国保財政の根幹である保険税収入についても、被保険者が減少傾

向にあるため、大幅な減少を見込んでいます。医療費支払いの不足分につ

いては一般会計からの繰入を行うなど、財政運営においては依然として厳
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しい状況が続いており、財政運営の健全化に向けた給付と負担のバランス

を考慮し、安定した運営に努めていかなければなりません。 

  

３３  重重点点項項目目  

  基本的な考え方に基づき、次の４項目を重点項目として事業を実施します。 

（１）国保の広域化への準備 

（２）保険給付の適正な実施 

（３）医療費適正化対策の推進 

（４）保険税収納率の向上対策 

   

   

４４  具具体体的的施施策策  

（１）国保の広域化への準備 

 平成３０年４月１日より国民健康保険制度が変わることを、広く市民 

へ周知していきます。各種申請や届出、保険税の納付は引き続き市の窓 

口での対応となるので、これまで以上にきめ細やかな対応を実施します。 

 また、納付金算定に必要なデータの作成・提出、赤字解消計画の策定 

等を進めます。 

 

（２）保険給付の適正な実施 

①レセプト点検の充実強化 

レセプト点検については、事務の効率化及び点検内容の精度の向上が

図られていますが、引き続きレセプト内容等点検の一層の充実強化を進

め、医療費の適正化を図ります。 

②第三者行為の求償の取組強化 

交通事故等の第三者行為の疑いがある事案の発見に努め、適正な給付

の執行を図ります。 

 

 （３）医療費適正化対策の推進 

①ジェネリック医薬品（後発医薬品）差額通知の実施 

ジェネリック医薬品（後発医薬品）の利用促進のため、生活習慣病に

特化することなく、ジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り替えた場

合に、自己負担額が安くなる（可能性がある）方に、年６回の差額通知

発送を行い、差額通知発送者への年２回に効果測定を実施します。また、

被保険者証一斉更新時及び高額療養費支給申請書発送時には、パンフレ
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ットやジェネリック医薬品希望シールを同封するとともに、本市の広報

やホームページ等で啓発を行い、被保険者の健康管理にかかる意識の向

上や、医療費抑制への関心を深めるための情報提供を積極的に進めます。 

 

②糖尿病重症化予防事業の実施 

本年度も引き続き国民健康保険の被保険者を対象に、特定健診データ

や医療機関受診状況を確認し糖尿病の治療が必要な方や治療を中断して

いる方に対して、医療機関受診についてのお知らせや電話連絡を行いま

す。また、糖尿病の治療のため医療機関を受診している方に生活習慣を

改善するための生活指導を行います。 

 

 ③特定健康診査・特定保健指導の実施  

平成２５年度に策定した「富士見市国民健康保険特定健康診査等第２

期実施計画」に基づく目標値に向けて、埼玉県や 2 市 1 町及び健康増進

センターと連携を図り、被保険者の生活習慣病の予防・改善のため、特

定健康診査・特定保健指導を積極的に推進します。未受診者と継続受診

者を増やす対策を積極的に推進していきます。  

④データヘルス計画の推進 

平成２７年度に策定したデータヘルス計画第１期の見直し年度になる 

ため、他の計画との整合性を図りながら、引き続き健康維持のため保健 

事業を行い、国保データベース（KDB）システムを活用しながら、医療 

費分析を行うとともに、事業評価を実施して医療費の適正化を推進して 

いきます。 

 

 ④健康マイレージ事業の実施 

  日ごろの健康づくりへの取り組みをポイント化し、健康づくりの積極 

 的な参加を誘導する仕組みとなる健康マイレージ事業を通じて、健康づ

くりの重要性の普及啓発を図ります。  

 

 

（３）保険税収納率の向上対策 

被保険者の負担の公平性と国保財政の安定化を確保するため、保険税

の収納率の向上を目指し、以下の項目を積極的に推進していきます。 

○現年度分の納期内納付を進めるために、保険年金課と収税課が協力し

て催告書の送付や電話催告、分納相談や納税相談を行い、納付の勧奨
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を徹底します。 

○滞納処分（所得税還付金、預貯金、生命保険、不動産及び給与の差押

え・換価・捜索等）を強化します。 

○関係課と情報の連携を図り、納税者の資力回復が見込めず、滞納処分

をする事ができる財産が無い場合などには、執行停止を進めていきま

す。 

○窓口での納付、資格取得届受理時や納税通知書発送時などに口座振替

の勧奨をより一層推進するとともに、ペイジー口座振替受付サービス

の導入により、口座振替率の更なる向上を目指します。また、併せて、 

 ＩＣＴ分野での口座振替手続きの実現に向けた調査、研究を行います。 

○毎月初めの土曜日（１２時半まで）開庁を利用し、滞納者へ電話催告

を実施、また、年度末・年度始めの土曜日（1 日）に休日窓口開設、

毎週木曜日の窓口延長を活用し、納税や相談機会の拡充に取組みます。 

○必要に応じて資格者証や短期被保険者証を交付するとともに、納税交

渉については、きめ細かな対応に心がけます。 

○コンビニ納付による納税機会の拡充を図ります。 

○徴収体制を地区別に編成し、担当エリアの明確化を図り、きめ細かな

対応を図ります。 

○時代に則したインターネットを活用した新たな納付環境等の整備拡充

を目指します。 

    

  

  


